
2017年７月   コープきんき 店舗事業 お取引先様説明会資料 

１．2017年8月末までに「ＣＫＮＳ登録」をしてください。 
  
 １）2017年9月以降、コープきんきに提出する仕様書は、ＣＫＮＳ(コープ・カルテネット 
   ワークサービス)の管理に変わります。(8/25～8/31受信休止) 
 
 ２）ＣＫＮＳの目的は、「仕様書作成者」「仕様書点検者」の作業軽減をめざします。 
  ①同一の仕様書を複製して各生協に提出するのではなく、同一の仕様書を 
    ４生協(コープネット、コープ北陸、東海コープ、コープきんき)で共同利用するも 
    ので、重複する作業をなくすことを目指しています。 
  ②作成する側は、作成済のものがあれば、その仕様書をそのまま使用します。 
    仕様書を点検する側も、他の生協が点検していればその点検をしません。 
 
 ３）最初に、セキュリティーのための「ＣＫＮＳ登録」が必要です。 
 
 

 ①ログインＩＤとパスワードが各会社1つ設定できます。 
  このログインＩＤ、パスワードの管理は各会社でお願いします。 
 ②登録は、説明会以降、8月末までに行ってください。 
 ③各種相談はｅ-ＢＡＳＥサポートセンター ０６－６４８６－３９１５まで 



２．ＣＫＮＳの管理で、どのように変るのか？ 
  
 １）仕様書の入力方法、仕様書点検の方法は変わりません。 
 
 ２）変更点は 
  

1 

 ①今までの送信先から、「ＣＫＮＳ」の送信先(例：ＣＫＮＳ「コープきんき(店舗)」) 

   に変更されます。(今までの送信先がなくなります。) 

 ②複数生協に共通する仕様書は、同一仕様書を活用し、「代表点検生協」と「専用 

   点検生協」で共同活用する仕組みになります。 

 ③自社商品仕様書の登録、点検状況を確認する仕組みができます。 

   ＣＫＮＳ参加生協向けの商品仕様書作成依頼があった際は、必ず事前に登録 

   実績、点検状況をご確認ください。既に同一商品の仕様書が登録されている場  

   合は専用画面のみの送信で済みます。 

 ④「仕様書を点検しているのは誰？」が、わかるワークフローの仕組みに変わりま 

   す。 

 



Coop Karte Network Service 
（コープ・カルテネットワークサービス）とは 

１）ＣＫＮＳは以下の4つの生協で、ｅ-ＢＡＳＥを使って提出された仕様書を 

  共同で管理するサービスです。 

 ① コープデリ活協同組合連合会 

 ② 生活協同組合連合会東海コープ事業連合 

 ③ 生活協同組合連合会コープ北陸事業連合 

 ④ 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 

 今後生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合様も参加されます。 

 

２）仕様書を作成する側、仕様書を点検する生協で、共通の『仕様書入力基 

 準』を徹底し、仕様書点検も共同して実施するために取り組んでいます。 

 事務局は、ｅ-ＢＡＳＥ株式会社 ＣＫＮＳ事務局です。 
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 各種相談はｅ-ＢＡＳＥサポートセンター ０６－６４８６－３９１５まで 



■本紙の構成内容 

本日は次の４つを説明します。 
 
１：仕様書入力のルールは変更はありません。 
  仕様書点検進捗がわかる「ワークフロー画面」が新設されます 
 
２：CKNSの運用ルール・ガイドライン   ～概略編～ 
 
３：コープきんき専用画面と食品添加物使用制限報告の変更 
 
４：サービス利用開始、ご利用お申し込み関連 
  ～メーカー様、卸様～ 
  会員登録、ご利用申込が必要です。 
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１．入力の画面と入力基準は変更しません。 
  仕様書点検進捗がわかる「ワークフロー画面」 
  が新設されます。 
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eBASE社が提供する食品業界企業向けの「商品仕様書」管理用パッケージソフト。 

CKNSでは、参加生協が共同管理を行う「商品仕様書」情報になります。 

eB-foods(P)統合版 プラグイン 
｛略称：eB-foods｝ 

①-1.「共同管理・商品仕様書」情報 
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CKNSに参加する各生協別に管理を行う「商品仕様書」情報になります。 

※管理内容は、CKNSに参加する生協別に異なります。 

各生協別・専用アドオンプラグイン/作成者・提出者情報欄 

①-2.「各生協別管理・商品仕様書」情報 （例：コープきんき店舗） 
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CKNSに参加する各生協別に管理を行う「仕様書提出者」、 
「仕様書確認・承認」情報になります。 

各生協別・専用アドオンプラグイン/仕様書提出者情報 
｛略称：仕様書提出者｝ 

①-３.「各生協別管理・仕様書提出者」情報 

※標準確認入力タブは含みません。また、上記は主に卸、直取メーカー様等の生協仕入れ先様の例。 
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送信先に店舗・ギフトが追加されます。 



②CKNSのワークフロー・進捗管理情報（メーカー様利用例） 

CKNSでは、参加する生協の点検計画、進行状況、実績を、システム的に管理します。 
現在の作業工程や、工程毎の情報、担当者等の情報を確認いただけます。 9 

CKNS3.0より 

新しい画面です。 



■重要：仕様書登録、点検状況の確認をしてください！ 
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CKNSでは、各メーカー、卸様単位（法人単位）に、自社商品仕様書の登録、点検状況を 

確認いただくことが可能です。 

卸・メーカー様 

登録 eBASE CKNS 

商品情報交換サービス 

連携 eBASE 

A生協 

点検 

｛代表or委託生協｝ 

CKNS参加生協向けの商品仕様書作成依頼があった際は、必ず事前に登録実績、点検状況を 
ご確認ください。既に同一商品の仕様書が登録されている（代表点検が進行中or完了）場合、

「専用点検」となりeB-foods情報の点検、修正依頼は発生しません。 

確認 
自社商品仕様書の 
登録、点検状況 

（過去履歴、現状進捗） 

特に、異なる拠点間で運用さ
れる場合、必ず確認をお願い
します。 

現在、異なる拠点間で、同一
商品仕様書を作成、登録され
るケースが少なくありません。 



■重要：仕様書登録、点検状況の確認の仕方！ 

①「CKNSユーザポータルサイト」から登録、点検状況の検索サービスを起動 

②「ワークフロータブ」から登録、点検状況の検索サービス利用が可能 

※別紙「 CKNS操作マニュアル」の起動方法⇒操作マニュアルをご参考ください。 11 



２．ＣＫＮＳの運用ルール・ガイドライン 
～概略編～ 
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（１）CKNSにおける特徴的な運用、業務の流れ 

「代表点検」方式の概略と業務の流れ、登場人物・役割の定義 

①点検の仕方 ②業務の流れ ③登場人物・役割分担 



■従来の商品仕様書点検について：各生協「単位」の仕様書点検 

【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
    ※同一商品仕様書について、複数生協で点検が発生する場合。 

生協仕入れ先様 
（卸・メーカー様） 

登録 eBASE 

eBASE 

eBASE 

eBASE 

eB-foods(P)統合版 
各生協・専用画面 

点検 

A生協 

Ｂ生協 

Ｃ生協 

点検 

点検 
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１．生協仕入れ先様と各生協は「相対」で直接、eBASE情報交換を実施。 
２．各生協「各々」で「eB-foods」情報の点検業務を実施。 
３．生協仕入れ先様は、各生協「各々」の修正依頼に対応。 



１．メーカー様、卸様と生協は「CKNS」を中継し、eBASE情報交換を実施。※詳細後述 
２．CKNS参加生協を「代表」して「１生協」（代表生協）が、統一した 
 点検基準に基づき、「eB-foods」情報の点検業務を実施（代表点検）。※詳細後述 
３．メーカー様、卸様は「eB-foods」情報に関して、「代表生協」の修正依頼にのみ対応。 

■CKNSの商品仕様書点検について：「代表点検」方式です。 
【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
    ※同一商品仕様書について、複数生協で点検が発生する場合。 

卸・メーカー様 

登録 eBASE CKNS 

商品情報交換サービス 
連携 eBASE 

連携 eBASE 

連携 eBASE 

eB-foods(P)統合版 
各生協・専用画面 

点検 

A生協 

Ｂ生協 

Ｃ生協 
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｛代表生協｝ 



※上記モデルは卸様がeBASEjr.によるデータ収集をされている場合。 
 「作成者」登録情報の自動連携サービス設定が必要（最終頁参照）。 
※直取メーカー、代行作成卸運用にも対応しております。 

eBASE 

eBASE 

eBASE 

eBASE 

■CKNSの「基本的な業務の流れ」｛情報の流れ、役割分担｝ 

【生協２次仕入先・メーカー様】 

2.「eB-foods、作成者情報」入力 

3.送信 

【生協１次仕入先・卸様】 

6.提出者点検、「仕様書提出者」入力 
 ※仕様書確認、承認 

7.各生協「提出者情報」入力 

8.送信 

「仕様書提出者、提出者情報」 

【運用参加生協】 

9.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

10.生協１次点検、マスタ出力 

11.生協２次点検 

12.生協最終承認 

各生協別管理 
仕様書提出者 

共同管理 
eB-foods(P) 

各生協別管理 
作成者情報 

各生協別管理 
提出者情報 

ワークフロー 
進捗管理情報 

【CＫＮＳ】 
商品情報交換支援サービス 

1.登録状況、進捗確認 

5.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 

4.登録状況、進捗確認 

「 eB-foods、作成者情報」 
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2014/11月より 
代表点検方式を採用 



eBASE eBASE 

補足）直取メーカー様、仕様書代行作成の卸様の場合 

【生協１次仕入先・直取メーカー様】 

2.「eB-foods、作成者情報」入力 
 各生協「提出者情報」入力 
 「仕様書提出者」入力 
 ※仕様書確認、承認 

3.送信 

【運用参加生協】 

4.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

5.生協１次点検、マスタ出力 

6.生協２次点検 

7.生協最終承認 

各生協別管理 
仕様書提出者 

共同管理 
eB-foods(P) 

各生協別管理 
作成者情報 

各生協別管理 
提出者情報 

ワークフロー 
進捗管理情報 

【CＫＮＳ】 
商品情報交換支援サービス 

1.登録状況、進捗確認 
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【生協１次仕入先・卸様（仕様書代行作成）】 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

情報作成、送信手順について、大きな変更はございません。 

2014/11月より 
代表点検方式を採用 

eBASEによるデータ 
収集していない卸様含む 



eBASE 

eBASE 

eBASE 

eBASE 

■CKNSの「登場人物、役割」の定義①｛図解｝  

【生協２次仕入先・メーカー様】 

2.「eB-foods、作成者情報」入力 

3.送信 

【生協１次仕入先・卸様】 

6.提出者点検、「仕様書提出者」入力 
 ※仕様書確認、承認 

7.各生協「提出者情報」入力 

8.送信 

「仕様書提出者、提出者情報」 

【運用参加生協】 

9.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

10.生協１次点検、マスタ出力 

11.生協２次点検 

12.生協最終承認 

各生協別管理 
仕様書提出者 

共同管理 
eB-foods(P) 

各生協別管理 
作成者情報 

各生協別管理 
提出者情報 

ワークフロー 
進捗管理情報 

【CＫＮＳ】 
商品情報交換支援サービス 

1.登録状況、進捗確認 

5.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 

4.登録状況、進捗確認 

「 eB-foods、作成者情報」 

作成者 

提出者 

CKNS参加生協 
（生協） 

※上記モデルは卸様がeBASEjr.によるデータ収集をされている場合 
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eBASE eBASE 

補足）直取メーカー様、仕様書代行作成の卸様の場合 

【生協１次仕入先・直取メーカー様】 

2.「eB-foods、作成者情報」入力 
 各生協「提出者情報」入力 
 「仕様書提出者」入力 
 ※仕様書確認、承認 

3.送信 

【運用参加生協】 

３.受信 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

４.生協１次点検、マスタ出力 

５.生協２次点検 

６.生協最終承認 

各生協別管理 
仕様書提出者 

共同管理 
eB-foods(P) 

各生協別管理 
作成者情報 

各生協別管理 
提出者情報 

ワークフロー 
進捗管理情報 

【CＫＮＳ】 
商品情報交換支援サービス 

1.登録状況、進捗確認 
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【生協１次仕入先・卸様（仕様書代行作成）】 

「 eB-foods、作成者情報」 
「仕様書提出者、提出者情報」 

作成提出者 

CKNS参加生協 
（生協） 
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（２）「代表点検」方式の基本的な考え方、ルール 

「代表点検/代表生協」 、 「専用点検/委任生協」他 



CKNS参加生協が共同管理を行う「eB-foods」情報は、CKNS参加生協を「代表」する
「１生協」が、統一した点検基準に基づき、点検業務、合否判定を行います。 
この点検業務を「代表点検」と呼びます。また、この場合の生協を「代表生協」と呼びます。 
※CKNSでは、参加生協、各々に「eB-foods」情報の点検業務は行いません。 

■「代表点検」＝「代表生協」について  

【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
    ※同一商品仕様書について、複数生協で点検が発生する場合。 

卸・メーカー様 

登録 eBASE CKNS 

商品情報交換サービス 
連携 eBASE 

連携 eBASE 

連携 eBASE 

eB-foods(P)統合版 
各生協・専用画面 

点検 

A生協 

Ｂ生協 

Ｃ生協 

21 

｛代表生協｝ 



■「代表点検」 ＝ 「代表生協」について  【続き】 

  １.「代表生協」はCKNS上で自動的に設定され、CKNSを中継して、「最初」に 
   「eB-foods」情報の登録を受けた「１生協」になります。 

 
※「代表生協」とは、CKNS参加生協を「代表」して「eB-foods」情報を点検する生協  
  の意。 
※詳細は、次頁参照のこと 

 

2.「代表生協」の点検範囲は以下になります。※従来同、「eB-foods」情報だけではありません。 

①「eB-foods」情報 ｛代表点検｝ 

②「各生協別・専用プラグイン」情報（作成者情報、提出者情報、仕様書提出者） 

 

※CKNS参加生協を「代表」して、共同管理の「eB-foods」情報の点検を行い、 

 同時に、自生協管理の「各生協別・専用プラグイン」情報を点検する形になります。 

※詳細は、次々頁参照のこと。 
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eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/4/15送信 2014/4/15着信 2014/4/16着信 

B生協 卸：Y社 

eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/5/1送信 2014/5/1着信 2014/5/2着信 

C生協 卸：Z社 

eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/4/1送信 2014/4/1着信 2014/4/2着信 

A生協｛代表生協｝ 卸：X社 

参考）「代表生協」の判定、自動設定について 

【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
     ※同一商品について、複数生協で点検が発生する場合。 
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「代表生協」はCKNS上で自動的に設定され、CKNSを中継して、 
「最初」に「eB-foods」情報の登録を受けた「１生協」になります。 

C
K
N
S 

C
K
N
S 

代表点検 



1.「共同管理・商品仕様書」情報 

eB-foods(P)統合版プラグイン 

2.「各生協別管理・作成者」情報 

各生協別・専用アドオン画面 
コープきんき店舗版 3.「各生協別管理・提出者」情報 

各生協別・専用アドオン画面 
コープきんき店舗版 

4.「各生協別管理・提出者」情報 

各生協別・専用アドオンプラグイン 

「仕様書提出者」欄 

参考）「代表生協」の点検範囲（従来と変更ありません。） 
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CKNS上で「代表生協」が設定された以降に、同一商品仕様書の点検が発生した場合、 
「代表生協」以外のCKNS参加生協は、 「eB-foods」情報を点検しません。 
各生協別に管理する「専用プラグイン」情報のみ点検業務を行います。 
この場合の点検業務を「専用点検」と呼び、この場合の生協を「委任生協」と呼びます。 

■「専用点検」 ＝ 「委任生協」について  
【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
    ※同一商品仕様書について、複数生協で点検が発生する場合。 

卸・メーカー様 

登録 eBASE CKNS 

商品情報交換サービス 
連携 eBASE 

連携 eBASE 

連携 eBASE 

eB-foods(P)統合版 
各生協・専用画面 

A生協 

Ｂ生協 

Ｃ生協 
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点検 

点検 

点検 

｛代表生協｝ 

｛委任生協｝ 

｛委任生協｝ 



■「専用点検」 ＝ 「委任生協」について  【続き】 

 １.「委任生協」はCKNS上で自動的に設定され、 「代表生協」設定後に、CKNSを中継し 
   て、「eB-foods」情報の登録を受けた生協になります。 
 

※「委任生協」とは、「eB-foods」情報の点検作業を「代表生協」に委任する生協の意。 
※詳細は、次頁参照のこと 

 

 ２.「委任生協」の点検範囲は 以下になります。※「eB-foods」情報は点検しません。 

①「各生協別・専用プラグイン」情報（作成者情報、提出者情報、仕様書提出者） 

 

※自生協管理の「各生協別・専用プラグイン」情報のみ点検するため、 

 「代表点検」に対して、「専用点検」と呼びます。 

※詳細は、次々頁参照のこと。 
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eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/4/15送信 2014/4/15着信 2014/4/16着信 

B生協｛委任生協｝ 卸：Y社 

eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/5/1送信 2014/5/1着信 2014/5/2着信 

C生協｛委任生協｝ 卸：Z社 

eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/4/1送信 2014/4/1着信 2014/4/2着信 

A生協｛代表生協｝ 卸：X社 

参考）「委任生協」の判定、自動設定について 

【前提】：複数の生協で同一商品を取り扱う場合。 
     ※同一商品について、複数生協で点検が発生する場合 

27 
「委任生協」はCKNS上で自動的に設定され、「代表生協」設定後に、CKNS上で「商
品仕様書」情報の登録を受けた生協になります。 

C
K
N
S 

C
K
N
S 

代表点検 

専用点検 



1.「共同管理・商品仕様書」情報 

eB-foods(P)統合版プラグイン 

2.「各生協別管理・作成者」情報 

各生協別・専用アドオン画面 
コープきんき店舗版 3.「各生協別管理・提出者」情報 

各生協別・専用アドオン画面 
コープきんき店舗版 

4.「各生協別管理・提出者」情報 

各生協別・専用アドオンプラグイン 

「仕様書提出者」欄 

参考）「代表生協」の点検範囲（自生協管理情報のみ） 
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点検しません。 



eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/5/3送信 2014/5/3着信 2014/5/3着信 

B生協：委任生協 ⇒｛代表生協｝ 卸：Y社 

eBASE eBASE eBASE 

メーカー：えびす社 

2014/5/1送信 2014/5/1着信 2014/5/2着信 

A生協：代表生協 ⇒｛委任生協｝ 卸：X社 

■「代表生協」の変更について 
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C
K
N
S 

C
K
N
S 

この場合、「代表生協」と「委任生協」間で調整した後、「代表生協」運用管理者にて、 
CKNSシステム上の変更手続きを行います。（メーカー様、卸様に手続きは発生しません。） 

【前提】：「代表生協」もしくは、「委任生協」を担当する生協の状況により、 
    「代表生協」を変更することがあります。 

CKNS 
管理者機能 

例：完了を
急ぎたい 
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（３）CKNS上の特徴的なシステム制御、制約など 

～運用、システム操作上の注意点～ 



■（eB-foods情報の）仕様書修正依頼メールについて 
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卸・メーカー様 

登録 eBASE CKNS 

商品情報交換サービス 

連携 eBASE 

A生協 

点検 

生協側からの修正依頼内容の伝達や、伝達負荷の軽減のため、 
電子メールによる（１回/日）、仕様書修正依頼メールが配信されます。 

（本機能は、卸様も利用可能です。詳細は後述参照のこと。） 

送信 

｛代表生協｝ 

修正依頼（差戻し） 

【前提】：「代表生協」による「代表点検」の際に、「eB-foods」情報の 
    修正依頼が発生した場合のみ 



■（eB-foods情報の）仕様書修正依頼メールについて【続き】 
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仕様書提出者eMail1/eMaill2 は、カンマ区切りで 
複数のメールアドレスの登録が可能です。 

仕様書修正依頼メールの配信先は、以下の赤枠部になります。 



■（eB-foods情報の）仕様書修正依頼メールについて【続き】 
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前日に修正依頼となった仕様書デー
タの一覧が可能です。 
また、詳細画面から、生協側の指摘
事項を確認することが可能。（次頁
参照のこと） 

こんなメールが行きます。
来たら確認してください。 



■（eB-foods情報の）仕様書修正依頼メールについて【続き】 
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各タブ毎の詳細コメントの 
確認が可能です。 



３．コープきんき専用画面の変更と 
食品添加物基準使用制限添加物の管理方法変更 

～メーカー様、卸様～ 

今回、コープきんきの専用画面を変更します。 
使用制限添加物報告を廃止して、使用目的を選択式で選べる
ように変更します。 
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作成者情報画面 

提出者情報取引情報画面 

【１】仕様書作成が製造メーカー様で 
 、生協提出がベンダー様の場合 
 
⇒①作成者情報は製造メーカー 
  様、提出者情報(取引・添加物) 
  はベンダー様が作成します。 
   
 ②提出者様がコープきんきに 
  送信してください。 
 
【２】仕様書作成と、生協提出が同じ 
 取引先様の場合 
 
⇒作成者情報、提出者情報(取引・ 
 添加物)の両方を作成し、コープ 
 きんきに送信してください。 

作成する画面が作成者と提出者
の画面に分かれます。 

 ■店舗アドオン改修  画面の作成者が変わる～ 
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提出者情報添加物情報画面 



■店舗アドオン改修前 ～作成者情報、提出者情報の切り分け～ 

 ：作成者情報 
 ：提出者情報 
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■店舗アドオン改修後 ～作成者情報～ 

「生協の食品添加物自主基準のものは使用していません」のチェックボックスを用意します。 

「乳化剤」「増粘多糖類」の表示があったとき、その中に使用制限添加物が無い時に☑して下さい。 
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■店舗アドオン改修後 ～提出者情報／取引情報～ 

※点検完了予定日は、データ送信された日付 ＋ ２８日 
※画面上にはありません。 

取引情報 添加物報告 
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１）使用用途            ：入力を不可とします。 
２）添加物物質名      ：入力を不可とします。 
３）使用目的    ：選択式とします。使用用途、添加物物質名の内容によって、選択内容が変わります。 
※詳細については、４３ページ以降をご参照ください。            
 
※画面上には、対象の管理添加物を表示します。 
 ※行数の固定はありません。 

3 1 2 

■店舗アドオン改修（案） ～提出者情報／添加物報告～ 
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 ■提出者情報／添加物報告 ～表示内容～ 

3 1 2 

１）使用用途            ：管理添加物表示に表示されている使用用途を表示します。(入力不可) 
２）添加物物質名      ：管理添加物表示に表示されている添加物物質名を表示します。(入力不可) 
３）使用目的    ：選択式とします。使用用途、添加物物質名の内容によって、選択内容が変わります。 
           ※「使用用途」が空白の場合は、すべての選択肢が表示されます。 
            別紙：使用目的の一覧シートの内容を表示します。 
 
管理添加物表示を参照し、別紙の内容に合致した使用用途、添加物物質名を表示します。 

※コープきんきの食品添加物自主基準と適用食品群一覧（宅配）を、CKNSポータルサイトの「公開ドキュメント」に公開します。 
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 ■提出者情報／添加物報告 ～データ作成時：管理添加物が存在する場合～ 

■管理添加物表示 

■添加物報告 

管理添加物表示と添加物報告の「使用用途」「添加物物質名」を比較し、処理条件（※１）に合致した場合 
 添加物報告「使用用途」  ：管理添加物表示の「使用用途」をコピーします。 
 添加物報告「添加物物質名」：管理添加物表示の「添加物物質名」に値をコピーします。 
 添加物報告「使用目的」  ：空白とし、プルダウンでの選択式とします。 
               「使用用途」「添加物物質名」の内容によってプルダウンの内容が 
               変わります。 
               ※用途名が空白の場合は、すべて表示します。 
※キャリーオーバー、加工助剤の添加物はコピー対象外です。 
※１ 処理条件 
   １：管理添加物が存在する かつ 
   ２：添加物報告の「使用用途」「添加物物質名」「使用目的」に値がない 
※きんき（・・・）タブを開いた場合もしくは、データ登録時に上記の処理を行います。  
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 ■提出者情報／添加物報告 ～使用目的の動作について～ （１） 

添加物報告の辞書（設定ファイル）に合致した「使用用途」「添加物物質名」が表示された場合 
  ⇒ 選択肢の絞り込みを行います。 
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 ■提出者情報／添加物報告 ～使用目的の動作について～ （２） 

添加物報告の辞書（設定ファイル）に合致した「添加物物質名」が表示された場合（使用用途がない） 
  ⇒ すべての選択肢を表示します。 
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 ■提出者情報／添加物報告～データ更新時：管理添加物に変更がなかった場合～ 

取引情報 添加物報告 

■管理添加物表示 

■添加物報告 

使用目的 

管理添加物表示に更新がなかった場合は、使用目的を初期化せず登録されている値を表示します。 

ｖ 
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 ■提出者情報／添加物報告～データ登録時：管理添加物に変更があった場合～ 

取引情報 添加物報告 

■管理添加物表示 

■添加物報告  ダイアログ表示が出ます。 

管理添加物表示に変更（順序変更）があった場合（使用目的が初期化される場合） 
 ⇒データ登録時、もしくはきんきアドオンを開いた際にダイアログを表示します。 
  使用目的の内容をクリアします。 

ｖ 

ｖ 

46 

  コープきんきからの指摘等で食品添加物の追加要請等があった場合 

ダイアログ 
 管理添加物が更新されました。     
 使用目的を初期化します。 

ＯＫを押して、 
使用目的を再選択してください。 



 ■提出者情報／添加物報告～データ更新時：管理添加物に変更があった場合～ 

■管理添加物表示 

■添加物報告 

管理添加物表示に更新があり、添加物報告の内容が変わる場合、使用目的を初期化します。 
 
例） 上図は、食用赤色106号の順番が変更 

ｖ 

ｖ 
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使用目的が初期化していますので、 
使用目的を再選択してください。 



■管理添加物表示 

■添加物報告 

添加物物質名に値がある場合、使用目的を必須項目とします。⇒必ず選択して下さい。 
送信時送信できなくなります。 
 
※使用用途は、入力されないケースが存在するため、外しました。 

 ■提出者情報／添加物報告～データ登録、データ送信時：必須項目について～ 

ｖ 
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４．サービス利用開始、ご利用お申し込み関連 
～メーカー様、卸様～ 

CKNSはeBASE社が運営する、会員制サービスになります。 
基本、無償で登録、ご利用いただけます。 
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１）会員登録、ご利用お申込みについて 

1. サービス利用、運用開始前には、会員登録手続きを完了させる必要があります。 
 

2. まずは会員登録（無償）をお願いいたします。 
 

3. CKNSユーザポータルサイト上に、会員登録ページをご用意しております。そ
ちらから、事前にお申込み手続きをお願いします。 ※次頁参照のこと 

【注意点】 
① 会員登録は法人単位となります。（支店、部門、利用者単位ではありません） 
② お申込み後、事務局にて審査を行います。 
③ サービス利用開始までの目安は、お申込み受付後、約１週間程度を見込んでおります。 
④ お申込み時の審査や、弊社サービス設定予定の混み具合によっては、１週間以上、か

かる場合もございます。予めご了承くださいませ。 
⑤ 審査通過後、弊社にてサービス設定作業を行います。 
⑥ サービス設定後、申請法人の管理者様宛てにメール連絡を行います。 
⑦ お取引先の生協の運用開始予定にあわせ、余裕をもって、1か月前には、会員登録さ

れることをお勧めします。 
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参考）CKNS会員登録・申請ページ 

①eBASE・中扉、CKNS「ポータルサイト」ボタンを押下。 

拡
大 

②CKNSユーザポータルサイトの 
「CKNS会員登録申請」バナーを押下。 

③会員登録申請ページが 

開きます。 

拡
大 
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参考）CKNSユーザポータルサイトとは 

52 

CKNS会員企業様向けの情報配信サイトです。CKNS事務局、参加生協からのお知らせや、 

ソフトウェア更新情報、各種ドキュメント、FAQ情報等を配信しております。 

CKNSへ直接 
ログインも可能 

新規会員登録は 
こちらから 



【注意点】 
① 企業IDは1企業に1つを発行いたします｡  
② 企業IDは会員企業様の責任において管理を行っていただきます。  
③ 企業IDは第三者に利用させること、貸与、譲渡等は禁止しております。  
④ 本サイトでは、最初の企業ID登録のみを行いますが、以降の企業ID・パスワード管

理、運用に関しては、 各登録企業様、企業ID管理者様にお願いする形になります。
ご注意ください。  

⑤ 企業ID管理者様は企業内の組織、運用形態などに合わせて社内でご選任ください。 
 

※次頁へ続く  

２）企業ＩＤ、パスワード管理について 

1. CKNSのサービスをご利用いただく際は、「企業ID」、「パスワード」が必要
になります。 
 

2. こちらを利用して、会員用サービスにログイン、各種サービスをご利用いただ
けます。  
 

3. この企業ＩＤ、パスワードは、お申込み時に、申請企業様で任意にご指定いた
だけます。 
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２）企業ＩＤ、パスワード管理について【続き】 

【注意点】 
※前頁の続き 
 
⑥ なお、企業ＩＤ、パスワードに関して、CKNS参加生協、eBASEサポートセン

ター、CKNS事務局では、ご質問にお答えすることができませんので、予めご了承
ください。 

⑦ また、企業ＩＤを再発行する際は、別途費用が発生する場合がございます。ご注意
ください。 

⑧ データ送信時に利用する「送信先名」、「ログインＩＤ」、「パスワード」が従来
運用から変更されます。※別紙、「従来運用からの変更点、CKNSの基本操作」参
照のこと 

⑨ 事前の会員登録がない場合、本サービスをご利用いただけません。事前の会員登録
は、十分余裕をもってお願いします。 

⑩ なお、詳細につきましては、本サイト上の会員規約をご確認ください。 
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１：eBASEを起動します。 
２：ポータルサイトをクリックします。 

2 

★その他     ■CKNSマニュアルの起動方法（１） 
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３：ログインID、PWを入力します。 
４：「ログイン」ボタンをクリックします。 

3 

4 

 ■CKNSマニュアルの起動方法（２） 
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５：「ヘルプ」をクリックします。 
※CKNS操作マニュアルページが開きます。 

5 

■CKNSマニュアルの起動方法（３） 
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6 

■CKNSマニュアルの起動方法（４） 

６：「仕入先編」をクリックします。 
※eBASE FAQ＆操作マニュアルページが開きます。 58 



■CKNSマニュアルの起動方法（５） 
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おしらせ 

１．eB-foods入力基準書（第１０版）を７月末にリリースします。 
  ｅ-ＢＡＳＥメーカー協議会、小売協議会で検討を踏まえ改定 
  【改定のポイント】 
   ①『基本情報』の「商品形態」を有効活用し、できる限り１仕様書管理へ。 
   ②『基本情報」の「製造者情報・工場・販売者・輸入者」の名称に変更と、記載す 
     る内容を商品包材に記載されているものを求めるに変更。（明確化） 
   ③『包材表示』の包材画像で求める画像を削減。（日付、製造所固有記号） 
   ④『包材表示』の一括表示、栄養表示などを食品表示法での表示を念頭に変更 
   ⑤『包材表示』のマーク記載を「法的義務マーク」と「任意のマーク」に区分。 
   ⑥『包材表示』の原料原産地表示対象商品の明確化。 
   ⑦『原材料リスト』の「固有名」から「商品名」への変更。 
   ⑧『原材料リスト』での「原料原産地表示」の表示ルールの見直し。 

 
２．コープきんきの食品添加物自主基準と適用食品群一覧（宅配）を 
  CKNSポータルサイトの「公開ドキュメント」に公開します。 
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